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原告は平成29年（2017年）1月より、オクラ、レンコン、山芋、納豆などのいわゆるネ
バネバ食品中の粘質物を「ムチン」と呼ぶ「明治百五十年の大過」の訂正に取り組んで
きたが（甲１）、そのきっかけをつくったのは原告の長年のクライアントである茨城県
水戸市在住の看護師、中西京子さんのサトイモ研究である（甲２）。
ムチン（mucin）とは元来、動物性の成分を指す医学・生理学用語である。しかし、21世
紀に入り、健康増進や食育が国策化し、その中でも「日本らしさ」を象徴するネバネバ
食材の効果・効能が喧伝され、同成分が植物や発酵食品に含まれるとする誤情報が国内
で爆発的に拡散した。また、それに便乗した医薬品・医療機器等の詐欺的商法も蔓延っ
た。この「ムチン騒乱」はひとえに訂正報道を恐れる「メディアの失敗」に帰せられ
る。その渦中の同年７月、原告が茨城県庁にて記者会見を行ったが（甲３）、その際に
名刺交換をしたのが読売新聞水戸支局の児玉記者である（甲４）。同記者に対してはその
後も本件にかかる情報提供が続けられた。
事件は令和2年6月26日に起こった。同日、ショートメールにて同記者にある情報を伝え
たところ、読売新聞東京本社法務部を名乗る2名が夕方遅く、午後７時過ぎに中西さん宅
を突如訪れた。そこで原告が近くの喫茶店「コーヒーストリート」にてその対応に当たっ
たが、忘れ物をした。中西さんがその日の午後、「ウエルシアヨークタウン水戸店」に
てクレジットで購入した『食べるヌルねば生姜スープ』である（甲５）。
これを持ち去った、原告とやりとりしたうち１名は原告に差し出した名刺も持ち帰ったた
め素姓は明かではない。もう片方は名乗りさえもしなかった。後日、電話にて前者と話を
したが、忘れ物の件についてはいっさい触れなかった。
原告は初対面の人に対していつも「『ネバネバ食』はお好きですか？」と尋ねることに
しているが、その人物は「大好きです。」と答えていた。
原告は確かに問題の品を二人に見せたが、贈与したつもりはない。なぜなら、その品
は、イオングループ発の誤情報の証拠物件として購入したものであったからである。
原告はこの件で読売新聞水戸支局を直接訪れたが、支局長とみられる女性は原告に付箋
を手渡し、門前払いにした（甲６）。一方、読売新聞東京本社からの回答も一切ない。同
商品については現在も発売中だが、パッケージが改められており、入手は困難である。
よって、原告は被告に対し、旧商品の購入代金を含めた、その確保に必要な費用として金
１万円を請求する。

甲１：「明治百五十年の大過」の訂正について
甲２：看護師 中西京子さんのサトイモ研究
甲３：読売新聞水戸支局の児玉記者の名刺
甲４：茨城県庁での記者会見
甲５：『食べるヌルねば生姜スープ』の商品画像
甲６：原告が受け取った「付箋」

年３％
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